
 

 

 

 

イ ノ ウエビ ル 館内規 則  
 

 

 

 

 こ の 館 内 規 則 は 、 皆 様 に 当 ビ ル の 館 内 の ご 案 内 を 申 し 上 げ る と 共 に 、 当 ビ ル を ご 利 用 い

た だ く た め に お 守 り い た だ き た い 事 柄 を 定 め た も の で す 。 館 内 の 皆 様 が お 互 い に 秩 序 あ る

快 適 な 利 用 を 計 れ ま す よ う 館 内 の 規 則 を 熟 知 し て い た だ く と 共 に 、 利 用 上 の 注 意 事 項 を 是

非 と も お 守 り く だ さ い 。 こ の 規 則 に 違 反 し 、 他 の 皆 様 に 著 し く 迷 惑 を 及 ぼ す 恐 れ の あ る 場

合 に は 、 館 内 秩 序 維 持 の 為 契 約 書 に 基 づ き 、 損 害 賠 償 、 契 約 解 除 等 を さ せ て い た だ く こ と

が あ り ま す 。  

 ま た 、 こ の 館 内 規 則 は 管 理 の 都 合 に よ り 随 時 変 更 の 場 合 が ご ざ い ま す 。 変 更 さ れ た 場 合

に は 、 そ の 都 度 ご 通 知 い た し ま す の で 、 よ ろ し く お 願 い い た し ま す 。  

な お 、 貸 室 内 部 に つ き ま し て は 、 皆 様 の 責 任 に お い て 管 理 し て い た だ き ま す 。  
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１ ． 館 内 案 内  

 

 

(1) 玄 関 扉 等 の 開 閉  

 

 
開  扉  閉  扉  

表 玄 関       AM 7:00 PM10:00 

裏 側 通 用 口       AM 7:00 PM10:00 

但 し 、 年 末 ～ 年 始 （ 12/31～ 1/3） は 、 全 扉 閉 扉 と な り ま す 。  

 

  ①  表 玄 関 閉 鎖 中 の 入 出 館 は 、 裏 側 通 用 口 を ご 利 用 く だ さ い 。  

 

  ②  上 記 時 間 外 に つ い て の 入 出 館 の 場 合  

   イ ． 入 館 の 場 合 ・ ・ ・ ・ ・ 通 用 口 扉 横 の イ ン タ ー ホ ン で 管 理 事 務 所 と 連 絡 の 上 、 入

館 し て く だ さ い 。  

   ロ ． 出 館 の 場 合 ・ ・ ・ ・ ・ 管 理 事 務 所 と 連 絡 の 上 、 出 館 し て く だ さ い 。  

 

 

 

(2) エ レ ベ ー タ ー  

 

  ①  定  員  等  

     3 台 の エ レ ベ ー タ ー は 定 員 15 名 で 許 容 重 量 は  1,000 ㎏ で す 。 こ れ を 越 え な い よ

う に ご 注 意 く だ さ い 。  

     3 号 は 、 地 下 ま で 行 き ま す 。  

     1,2 号 機 で の 荷 物 の 搬 出 入 は で き ま せ ん 。 荷 物 の 搬 出 入 は 必 ず 3 号 機 を ご 利 用 く

だ さ い 。  

 

  ②  非 常 の 場 合 の 措 置  

   イ ． 故 障 の 場 合  

     ご 利 用 中 突 然 エ レ ベ ー タ ー が 停 止 し た 時 は 、 「 非 常 呼 」 ボ タ ン を 押 し 、 イ ン タ

ー ホ ン で 管 理 事 務 所 と 連 絡 を と り 、 係 員 の 指 示 に 従 っ て く だ さ い 。  

   ロ ． 停 電 の 場 合  

     停 電 し て も エ レ ベ ー タ ー 内 の 非 常 灯 が 点 灯 し 、 イ ン タ ー ホ ン 等 も 作 動 い た し ま

す 。 故 障 時 と 同 様 「 非 常 呼 」 ボ タ ン を 押 し 、 イ ン タ ー ホ ン で 管 理 事 務 所 と 連 絡

を と り 、 係 員 の 指 示 に 従 っ て く だ さ い 。  

   ハ ． 自 力 で 扉 を 開 け て 脱 出 す る の は 大 変 危 険 で す 。 現 場 で 係 員 の 指 示 誘 導 が あ る 時

以 外 は 、 お 止 め く だ さ い 。  

 

  ③  そ の 他  

   イ ． エ レ ベ ー タ ー 操 作 盤 の ボ タ ン 等 は 必 要 な も の 以 外 は 、 絶 対 に 手 を 触 れ な い で く

だ さ い 。  

   ロ ． エ レ ベ ー タ ー 内 は 禁 煙 と な っ て お り ま す 。 ま た 、 カ ゴ 内 に 紙 屑 等 を 捨 て ま す と

扉 の す き 間 や ピ ッ ト に 落 ち 機 械 の 故 障 、 火 災 の 原 因 と な り ま す の で ご 注 意 願 い

ま す 。  

   ハ ． 大 量 の 荷 物 を 搬 出 さ れ る 場 合 は 、 事 前 に 管 理 事 務 所 に ご 連 絡 く だ さ い 。  

   ニ ． エ レ ベ ー タ ー 定 期 保 守 の 場 合 は 、 運 転 を 一 時 停 止 さ せ て い た だ く 事 が あ り ま す

の で ご 了 承 く だ さ い 。  

 

 

 

 

(3) 冷 暖 房 、 空 調  

 

  ①  当 ビ ル は 、 熱 源 は 電 気 で ガ ス は 使 用 し て お り ま せ ん 。 お 客 様 が 各 ス パ ン 毎 に 操 作

出 来 る 様 な 個 別 方 式 と な っ て お り ま す 。 但 し 、 地 階 及 び 1,2 階 は 集 中 方 式 で す 。  

  ②  定 期 保 守 及 び 修 繕 等 の 必 要 に よ り 、 一 時 停 止 す る 事 が あ り ま す の で ご 了 承 く だ さ

い 。  

 

 

 

(4) 共  益  費  

   共 用 部 分 の 清 掃 料 、 電 灯 電 力 料 、 湯 沸 室 の 電 気 、 水 道 料 、 設 備 関 係 保 守 点 検 料 、 エ

レ ベ ー タ ー 等 昇 降 保 守 点 検 料 、 保 安 、 警 備 料 及 び 備 品 消 耗 品 等 の 費 用 に あ て る 為 、

共 益 費 と し て 、 別 途 当 社 で 定 め る 料 金 を ご 負 担 い た だ き ま す 。  

 

 

 

(5) 電  気  料  

   貸 室 部 分 の 電 気 使 用 料 は そ れ ぞ れ メ ー タ ー に よ り 計 量 の 上 、 お 使 い い た だ き ま す 。

貸 室 部 分 の 電 気 基 本 料 は 貸 室 面 積 に 応 じ て 、 別 途 当 社 で 定 め る 料 金 を ご 負 担 い た だ

き ま す 。  

 

 

 

(6) 駐  車  場  

  ①  駐 車 場 は １ 階 裏 側 に あ り ま す 。  

  ②  有 料 駐 車 場 で す の で 、 利 用 ご 希 望 の 方 は 、 別 に 定 め る 料 金 を お 支 払 い 願 い ま す 。  

  ③  駐 車 し た 車 を 離 れ る 時 は 必 ず 施 錠 し て く だ さ い 。 事 故 、 盗 難 等 の 損 害 に 対 す る 責

任 は 一 切 負 い か ね ま す 。  

  ④  引 火 物 、 危 険 物 等 の 持 ち 込 み は 一 切 お 断 り い た し ま す 。  

  ⑤  車 の 修 理 器 具 、 ス ペ ア タ イ ヤ 、 ガ ソ リ ン 缶 等 の 物 品 を 置 か な い で く だ さ い 。  

  ⑥  そ の 他 駐 車 場 の 管 理 上 必 要 な 事 項 を ご 通 知 し た 場 合 は 、 遵 守 し て く だ さ い 。  

 

 

 

(7) 郵 便 物 、 新 聞 等 の 取 扱 い  

  ①  配 達 さ れ る 郵 便 物 、 新 聞 等 に つ い て 、 １ 階 エ レ ベ ー タ ー ホ ー ル に 備 え 付 け の 集 合

郵 便 受 け を ご 利 用 く だ さ い 。  

  ②  書 留 、 電 報 、 速 達 等 本 人 渡 し の 郵 便 物 に つ い て は 、 事 故 防 止 の 為 、 お 預 り い た し

か ね ま す の で ご 了 承 く だ さ い 。  

 

 

 

(8) 遺  失  物  

  ①  館 内 に お い て 遺 失 物 、 拾 得 物 を 発 見 し た 時 や 来 館 者 か ら 拾 得 物 の 届 け 出 が あ っ た

時 は 、 １ 階 管 理 事 務 所 ま で 届 け 出 て く だ さ い 。  

  ②  来 館 者 か ら の 届 け 出 に つ い て は 、 住 所 、 氏 名 、 電 話 番 号 な ど を ご 連 絡 願 い ま す 。  

 

 

 

(9) 管 理 事 務 所  

 

  ①  管 理 事 務 所  直 通 電 話 番 号  ０ ２ ７ － ３ ２ ６ － ３ ６ ６ ７  

  ②  終 日 有 人 で す の で 、 ご 用 の 方 は ご 連 絡 く だ さ い 。  

 

 



２ ． 保 安 管 理 上 の ご 注 意  

 

 

(1) 鍵 、 戸 締 ま り 等  

 ①  ご 入 居 の 際 に お 渡 し い た し ま し た 専 用 部 分 の 鍵 及 び セ キ ュ リ テ ィ カ ー ド に つ き ま し

て は 、 お 客 様 各 自 で 厳 重 に 保 管 し て く だ さ い 。  

 ②  鍵 及 び カ ー ド を 紛 失 さ れ た 時 は 、 直 ち に 管 理 事 務 所 に お 届 け く だ さ い 。 こ の 場 合 、

鍵 及 び カ ー ド の 取 り 替 え 費 用 は ご 負 担 い た だ き ま す 。  

 ③  鍵 の 管 理 及 び 警 備 の セ ッ ト に つ い て  

   管 理 人 室 の 前 に 、 セ キ ュ リ テ ィ ー キ ー ボ ッ ク ス を 設 置 い た し ま す 。 開 閉 は カ ー ド 式

で す 。 後 に 退 室 さ れ る 方 は 、 必 ず 火 気 、 戸 締 り 、 施 錠 、 消 灯 等 保 安 事 項 を 確 認 の

上 、 1 階 の キ ー ボ ッ ク ス を カ ー ド に て 開 け 、 鍵 を 収 納 し 機 械 警 備 を セ ッ ト し た 後 で 閉

め て く だ さ い 。  

   ま た 初 に 入 室 さ れ よ う と し て い る 方 は 、 同 じ 様 に 1Ｆ キ ー ボ ッ ク ス を カ ー ド に て 開

け 、 警 備 を 解 除 し た 上 で 鍵 を 取 り 出 し 、 閉 め て く だ さ い 。  

 

 

 

(2) 機 械 警 備 に つ い て  

  ①  管 理 人 室 に 各 種 警 報 表 示 盤 を 設 置 し 、 貸 室 の 施 錠 後 の 管 理 を し ま す 。 従 っ て 各 貸

室 の 終 退 室 さ れ る 方 が 鍵 を キ ー ボ ッ ク ス に 収 納 し 、 機 械 警 備 を セ ッ ト す る 事 に

よ り 警 備 に 入 り ま す 。  

  ②  貸 室 内 に 侵 入 防 止 の セ ン サ ー が 設 け て あ り ま す 。 機 械 が セ ッ ト さ れ る と 外 部 か ら

の 侵 入 者 を 熱 で 感 知 し 、 管 理 事 務 所 及 び ガ ー ド セ ン タ ー に 通 報 い た し ま す 。 従 い

ま し て 一 度 セ ッ ト さ れ た 後 で の 入 室 に 関 し て は 、 セ ッ ト 解 除 し て か ら 入 室 を し て

く だ さ い 。  

 

 

 

(3) 鍵 及 び セ キ ュ リ テ ィ カ ー ド 貸 出 し 基 準 に つ い て  

   当 ビ ル で は 、 防 犯 管 理 上 の 徹 底 を 図 る た め 、 下 記 事 項 に 基 づ き 、 お 客 様 各 位 専 用 部

分 の 貸 出 し を 実 施 い た し ま す の で 所 定 の 書 式 提 出 等 を 遵 守 く だ さ い ま す よ う お 願 い

い た し ま す 。 尚 、 下 記 事 項 に つ き 、 お 客 様 各 位 に お い て 適 切 な ご 処 置 が な く 事 故 が

発 生 し た 場 合 、 当 ビ ル に お い て は 、 そ の 責 任 を 負 い か ね ま す の で ご 注 意 く だ さ い 。  

  ・ 鍵 及 び セ キ ュ リ テ ィ カ ー ド に つ い て  

   お 客 様 に 鍵 は 1 個 、 セ キ ュ リ テ ィ カ ー ド は ３ 枚 お 渡 し し ま す 。 そ の 際 、 当 ビ ル 所 定

の 「 鍵 及 び カ ー ド 受 領 書 」 を 頂 き ま す 。 セ キ ュ リ テ ィ カ ー ド の 追 加 発 行 を 希 望 さ れ

る 場 合 は 、 有 料 で 発 行 い た し ま す 。 （ 1,500 円 ／ 枚 ）  

 

 

 

(4) 盗 難 そ の 他 の 連 絡  

   盗 難 、 事 故 、 不 審 者 の 入 館 、 危 険 物 搬 入 等 保 安 上 の 問 題 を 発 見 し た 場 合 は 、 直 ち に

管 理 事 務 所 へ ご 連 絡 く だ さ い 。 尚 、 盗 難 等 に よ る 損 害 に つ い て は 、 当 ビ ル は 責 任 を

負 い か ね ま す の で ご 了 承 く だ さ い 。  

 

 

 

(5) 臨 時 休 業 の 連 絡  

   通 常 の 休 日 以 外 に 臨 時 休 業 さ れ る 場 合 は 、 事 前 に 管 理 事 務 所 迄 お 届 け く だ さ い 。  

 

 

 

(6) 宿 直 (泊 ) 

   宿 直 (泊 )は 館 内 保 安 管 理 上 お 断 り い た し ま す の で ご 了 承 く だ さ い 。  

 

 

 

３ ． 火 災 予 防 及 び 防 火 設 備 に つ い て  

 

 

(1) 火 災 予 防 に つ い て  

  ①  館 内 の 火 災 予 防 に つ い て は 、 平 素 か ら 充 分 ご 注 意 い た だ く と 共 に 消 防 訓 練 の 実 施 、

そ の 他 の 保 安 管 理 上 の ご 連 絡 、 お 願 い 事 項 等 に つ き ま し て は 、 よ ろ し く ご 協 力 く

だ さ い ま す よ う お 願 い い た し ま す 。  

 

  ②  テ ナ ン ト 別 緊 急 連 絡 先 及 び 火 元 責 任 者 の 氏 名 等 を 所 定 の 用 紙 に よ り 管 理 事 務 所 に

届 け て く だ さ い 。  

 

  ③  消 防 法 の 定 め る と こ ろ に よ り 各 社 に お い て テ ナ ン ト 別 防 火 管 理 者 ま た は 防 火 責 任

者 を ご 選 任 く だ さ る よ う お 願 い い た し ま す 。  

 

  ④  館 内 に は 各 階 に 消 火 設 備 が ご ざ い ま す が 、 お 客 様 各 位 の 貸 室 内 に つ い て も 必 ず 当

ビ ル 指 定 の 消 火 器 を 設 置 し て く だ さ い ま す よ う お 願 い い た し ま す 。  

 

  ⑤  室 内 の 財 産 に 対 し て は 万 一 の 損 害 を 防 止 す る 為 、 損 害 保 険 の 加 入 を お 勧 め い た し

ま す 。  

 

  ⑥  廊 下 、 階 段 、 化 粧 室 及 び エ レ ベ ー タ ー 内 、 そ の 他 喫 煙 場 所 以 外 で の 喫 煙 は 固 く お

断 り い た し ま す 。  

 

  ⑦  控 室 、 休 憩 室 、 ロ ッ カ ー 室 、 倉 庫 、 コ ピ ー 室 等 は 特 に 火 災 が 発 生 し や す い 場 所 で

す の で 、 火 気 の 取 扱 い 及 び 後 始 末 は 慎 重 に 行 っ て く だ さ い 。  

 

  ⑧  電 気 等 の 使 用 箇 所 は 完 全 に 安 全 処 置 を 行 い 、 か つ 退 出 時 に は こ れ を 必 ず 確 認 し て

く だ さ い 。 ま た 、 管 理 事 務 所 に て 指 定 、 備 え 付 け た 器 具 以 外 の 暖 房 器 具 の 使 用 は

ご 遠 慮 く だ さ い 。  

 

  ⑨  館 内 へ の 発 火 性 、 爆 発 性 及 び 引 火 性 の 危 険 物 の 持 込 み は 固 く お 断 り い た し ま す 。  

 

  ⑩  非 常 の 際 ま た は 保 安 管 理 上 必 要 の あ る 場 合 に は 、 予 め ご 承 諾 を 得 る こ と な く 、 当

社 係 員 が 室 内 に 立 ち 入 ら せ て い た だ く 事 が ご ざ い ま す の で ご 了 承 く だ さ い 。  

 

  ⑪  非 常 の 際 等 に 立 ち 入 ら せ て い た だ く こ と が ご ざ い ま す の で 、 お 客 様 独 自 で 鍵 を 取

り 付 け ら れ る 場 合 は 、 保 安 管 理 上 当 ビ ル 指 定 の 鍵 を お 取 り 付 け く だ さ い 。  

 

 

 

(2) 火 災 の 際 の 連 絡 、 避 難 に つ い て  

  ①  火 災 発 生 の 際 は 、 お 手 近 の 「 火 災 報 知 器 」 の ボ タ ン を 押 し て か ら 電 話 、 そ の 他 の

方 法 で 管 理 事 務 所 へ ご 連 絡 く だ さ い 。  

  ②  避 難 の 際 は 、 エ レ ベ ー タ ー に よ ら ず 非 常 階 段 を ご 利 用 く だ さ い 。 こ の 場 合 、 非 常

放 送 の 指 示 及 び 係 員 の 誘 導 に 従 い 誘 導 灯 を 目 標 に し て 避 難 し て く だ さ い 。  

 

 

 

(3) 防 災 設 備 に つ い て  

  ①  管 理 事 務 所  

    火 災 の 発 生 、 設 備 機 器 の 故 障 、 そ の 他 の ビ ル の 安 全 管 理 に 必 要 な 事 項 が こ の 管 理

事 務 所 に 報 告 、 記 録 さ れ ま す 。 特 に 火 災 な ど の よ う な 場 合 に は 、 そ の 状 況 を 確 認

し 、 消 火 活 動 の 指 示 、 消 防 署 へ の 連 絡 を は じ め 、 放 送 設 備 を 通 じ て 在 館 者 へ の 通

報 、 警 告 、 避 難 方 法 の 指 示 を 行 う 一 方 、 消 防 設 備 類 の 運 転 等 、 火 災 に 関 す る あ ら

ゆ る 指 令 が こ こ か ら 発 せ ら れ ま す 。  

  ②  自 動 火 災 報 知 機  

    館 内 で 火 災 が 発 生 し ま す と 各 階 に 設 備 さ れ た 感 知 設 備 に よ っ て 自 動 的 に 火 災 発 生

の 警 報 ベ ル が 鳴 り 、 管 理 事 務 所 に お い て 発 生 場 所 の 表 示 が さ れ ま す 。  



 

 

 

  ③  消 火 栓 設 備  

    各 階 2 箇 所 に 消 火 栓 が 設 備 さ れ て い ま す 。  

  ④  ス プ リ ン ク ラ ー 設 備  

    地 階 に は 、 ス プ リ ン ク ラ ― が 設 備 さ れ て い ま す 。  

  ⑤  避 難 階 段  

    各 フ ロ ア ー の 両 は じ に ２ 箇 所 あ り ま す 。 階 段 は 各 階 避 難 階 段 と な っ て お り ま す の

で 、 通 行 に 支 障 を き た す よ う な 使 用 （ 間 仕 切 設 置 、 物 品 放 置 等 ） は 絶 対 な さ ら な

い よ う に お 願 い い た し ま す 。  

  ⑥  消 火 器  

    各 階 共 用 通 路 に は 一 般 火 災 の 他 、 電 気 、 油 及 び 化 学 薬 品 に よ る 火 災 に も 有 効 な 粉

末 消 火 器 が 設 置 さ れ て お り ま す 。  

⑦  火 災 報 知 機 、 消 火 設 備 の 設 置 場 所 及 び 使 用 方 法 は 、 常 日 頃 か ら 従 業 員 の 皆 様 に 熟

知 し て い た だ く よ う お 願 い い た し ま す 。  

 

 

 

４ ． 建 物 使 用 上 の ご 注 意  

 

 

(1) 看 板 掲 示 及 び そ の 他 の 宣 伝 行 為  

  ①  窓 ガ ラ ス 等 に 社 名 等 を 記 入 し た り 、 広 告 板 を 掲 出 す る 事 は 建 物 の 美 観 上 固 く お 断

り い た し ま す 。 ま た 、 館 内 外 の 看 板 、 掲 示 、 貼 紙 、 そ の 他 の 宣 伝 行 為 な ど に つ い

て は 、 予 め 当 ビ ル 所 定 の 掲 示 基 準 に 基 づ き 承 認 を 得 て く だ さ い 。  

  ②  館 内 各 社 の 統 一 案 内 板 は 、 当 社 で 作 成 し て 掲 示 い た し ま す 。  

 

 

 

 (2) 清   掃  

  ①  貸 室 内 の 清 掃 業 務 に つ い て は 、 管 理 の 都 合 上 当 ビ ル 指 定 の 清 掃 会 社 と ご 契 約 く だ

さ い 。  

  ②  共 用 部 分 は 当 ビ ル が 清 掃 を 行 い ま す 。 ガ ラ ス 清 掃 に つ い て は 、 事 前 に 連 絡 い た し

ま す の で 、 室 内 立 ち 入 り そ の 他 の ご 協 力 を お 願 い い た し ま す 。  

③  貸 室 内 は お 客 様 各 目 に て 清 掃 し て い た だ き ま す 。 床 面 は 日 常 清 掃 を  

    毎 日 実 施 の 他 、 定 期 清 掃 を 実 施 し て く だ さ い 。  

  ④  清 掃 時 に 支 障 を き た さ ぬ 為 、 商 品 等 の 物 品 は 床 面 に 置 か ぬ よ う 、 ま た 、 ケ ー ス 棚

な ど の 物 品 は 容 易 に 転 落 し な い よ う 収 納 に ご 注 意 く だ さ い 。  

  ⑤  室 内 の ブ ラ イ ン ド 及 び 照 明 器 具 等 は 、 年 1 回 以 上 の 清 掃 を 各 自 で お 願 い い た し ま

す 。  

 

 

 

(3) ご み 処 理  

  ①  塵 芥 処 理 に つ い て も 管 理 の 都 合 上 当 ビ ル 指 定 の 清 掃 会 社 と ご 契 約 下 さ い 。  

  ②  塵 芥 は 室 内 清 掃 時 に 処 理 い た し ま す の で 、 室 内 に ゴ ミ 箱 を 備 え 付 け て く だ さ い 。

ま た 、 通 常 の 事 務 所 の 塵 芥 に 比 べ 、 大 量 の 塵 芥 が 出 た 場 合 は 、 別 途 ご 負 担 お 願 い

し ま す 。 尚 、 当 ビ ル 指 定 の 清 掃 会 社 に よ る 清 掃 契 約 を 締 結 さ れ て い な い 方 に つ い

て は 、 別 に 塵 芥 処 理 料 金 を ご 負 担 い た だ き ま す 。 当 ビ ル で 処 分 す る 塵 芥 は 、 事 務

所 よ り 通 常 出 る 塵 芥 の み と し 、 不 燃 物 、 粗 大 ゴ ミ 等 は 処 分 で き ま せ ん 。 こ の 場 合

は 別 途 有 料 に て 処 分 し ま す の で 、 管 理 室 へ ご 相 談 く だ さ い 。  

  ③  大 掃 除 、 改 装 、 催 し 物 等 で 出 る 木 材 類 、 ガ ラ ス 、 飾 り の 生 け 花 等 は 、 お 客 様 各 自

に お い て 処 理 し て く だ さ い 。 尚 、 搬 出 依 頼 の あ る 場 合 は 、 実 費 を ご 負 担 い た だ き

ま す 。  

 

 

 

 

 

 

(4) 荷 物 そ の 他 の 搬 出 入  

  ①  引 越 し そ の 他 大 量 に 荷 物 を 搬 出 入 さ れ る 場 合 は 、 事 前 に 管 理 事 務 所 へ お 申 し 出 の

上 、 運 搬 の 方 法 、 時 間 等 に つ い て は お 打 ち 合 わ せ く だ さ い 。  

  ②  床 の 安 全 荷 重 力 、 エ レ ベ ー タ ー の 積 載 量 に は 限 度 が あ り ま す の で 、 金 庫 そ の 他 重

量 物 の 持 込 み 、 移 転 の 際 は 予 め 管 理 事 務 所 に お 申 し 出 の 上 承 認 を 受 け て く だ さ い 。  

  ③  搬 出 入 時 の 養 生 及 び 清 掃 は 、 各 自 に て お 願 い し ま す 。  

 

 

 

(5) 故 障 、 修 理  

  ①  湯 沸 室 、 手 洗 所 、 エ レ ベ ー タ ー 、 駐 車 場 等 館 内 諸 設 備 に 故 障 が 生 じ た 場 合 に は 、

直 ち に 管 理 事 務 所 (ま た は 警 備 員 )へ ご 連 絡 く だ さ い 。  

  ②  貸 室 及 び そ の 付 属 設 備 の 破 損 ま た は 故 障 の 修 理 は 、 所 定 の 用 紙 に よ り （ 緊 急 の 場

合 は 口 頭 に て ） 管 理 事 務 所 へ お 申 し 出 く だ さ い 。  

    尚 、 蛍 光 灯 、 ガ ラ ス 等 の 消 耗 品 の 修 理 取 り 替 え の 費 用 及 び 原 因 が お 客 様 に 帰 す る

破 損 、 故 障 の 修 理 費 は お 客 様 に ご 負 担 い た だ き ま す 。  

 

 

 

(6) 設 備 の 新 設 、 変 更  

   室 内 の 間 仕 切 の 新 設 、 模 様 替 、 倉 庫 の 重 量 物 の 新 設 、 移 動 、 電 話 の 架 設 電 気 機 器 の

増 設 、 そ の 他 貸 室 内 の 原 状 を 変 更 な さ ろ う と す る 時 に は 、 天 井 、 壁 、 床 の 荷 重 力 、

設 備 容 量 等 に 限 度 が あ り ま す の で 、 必 ず 事 前 に 所 定 の 用 紙 に 図 面 を 添 付 し て 、 管 理

事 務 所 へ お 申 し 出 の 上 承 諾 を 受 け て く だ さ い 。  

 

 

 

(7) 工 事 に つ い て の ご 注 意  

   工 事 を 行 う 場 合 に は 、 特 に 下 記 の 点 に 注 意 し て い た だ く と 同 時 に 、 管 理 事 務 所 と 密

に 連 絡 を 行 い 、 そ の 都 度 承 認 を 得 る と 共 に そ の 指 示 に 従 っ て く だ さ い 。  

 ①  工 事 を 行 う 場 合 は 、 会 社 (店 舗 )の 責 任 者 か ら 所 定 の 作 業 届 、 工 事 工 程 表 、 作 業 員 名

簿 を 前 も っ て 管 理 事 務 所 に 届 け 出 て 、 工 事 に 関 す る 打 ち 合 わ せ を 行 っ て く だ さ い 。  

 ②  作 業 は 原 則 と し て 営 業 時 間 外 に 行 い 、 資 材 は 室 内 に 保 管 し て く だ さ い 。  

   ま た 、 会 社 (店 舗 )の 責 任 者 が 立 会 っ て く だ さ い 。  

 ③  作 業 中 は 喫 煙 を 禁 止 し て い た だ き ま す 。 ま た 、 休 憩 中 の 喫 煙 場 所 は １ 箇 所 に 限 り 、

安 全 な 場 所 に 明 示 さ れ た 吸 殻 入 れ を 設 置 し て く だ さ い 。  

 ④  工 事 中 は 当 ビ ル 指 定 の 消 火 器 を 設 置 し 、 使 用 方 法 を 従 業 員 （ 作 業 員 ） に 徹 底 し て く

だ さ い 。  

 ⑤  特 に 発 火 性 、 引 火 性 危 険 物 （ シ ン ナ ー 等 ） を 使 用 す る 場 合 は 、 消 火 器 の 設 置 、 取 扱

上 の 注 意 な ど に 万 全 を 期 し 、 か つ 管 理 事 務 所 の 許 可 を 得 て く だ さ い 。 尚 、 危 険 物 取

扱 中 は 一 切 の 火 気 を 禁 じ 、 ま た 危 険 物 を 館 内 に 保 管 す る 事 は お 断 り い た し ま す 。  

 ⑥  資 材 の 搬 出 入 は 、 営 業 時 間 外 に 行 っ て く だ さ い 。  

 ⑦  作 業 員 は 指 定 さ れ た 場 所 以 外 に は 立 ち 入 ら な い で く だ さ い 。  

 ⑧  窓 外 、 棚 外 な ど 危 険 な 場 所 で 作 業 を 行 う 場 合 は 、 命 綱 を 用 い る 等 安 全 処 置 を 行 い 、

か つ 事 前 に 管 理 事 務 所 に 届 け て く だ さ い 。  

 ⑨  工 事 責 任 者 は 入 館 時 に １ 階 管 理 事 務 所 に ご 報 告 く だ さ い 。 ま た 、 作 業 終 了 後 は 火 気 、

施 錠 、 危 険 物 の 有 無 を 確 認 し 清 掃 を 行 い 、 管 理 事 務 所 に ご 報 告 く だ さ い 。 尚 、 上 記

以 外 に 保 安 上 必 要 な 指 示 連 絡 を 行 う 場 合 は ご 協 力 く だ さ い 。  

 ⑩  上 記 規 定 に 違 反 し た 場 合 は 、 工 事 (作 業 )の 中 止 、 入 館 禁 止 等 の 手 段 を 取 ら せ て い た

だ く 事 が あ り ま す の で 充 分 ご 注 意 く だ さ い 。  



 

 

 

(8) 共 用 場 所 の ご 使 用  

  ①  湯  沸  室  

   イ ． 湯 沸 室 は 各 社 (各 店 )の 火 元 責 任 者 が 責 任 を も っ て 管 理 し て く だ さ い 。  

   ロ ． 湯 沸 室 は 特 に 清 潔 、 整 頓 に 注 意 し 、 湯 飲 み 茶 碗 な ど 乱 雑 に 放 置 し な い よ う に し

て く だ さ い 。  

   ハ ． 茶 殻 は 茶 殻 入 れ に お 入 れ く だ さ い 。 ま た 、 流 し 台 で 洗 面 し た り 、 洗 濯 し た り す

る 事 は 固 く お 断 り い た し ま す 。  

   ニ ． 湯 沸 器 の お 湯 は 飲 用 に ご 使 用 く だ さ い 。 飲 用 湯 飲 用 水 を 雑 用 に ご 使 用 に な る 事

は ご 遠 慮 願 い ま す 。  

   ホ ． 湯 沸 器 の 水 は 使 用 量 に 従 っ て 自 動 的 に 補 充 さ れ る よ う に 調 整 し て あ り ま す か ら 、

上 部 の 水 栓 に 手 を 触 れ な い で く だ さ い 。  

   ヘ ． 湯 沸 器 に 手 拭 、 布 巾 等 を 貼 り つ け て 乾 か さ な い で く だ さ い 。  

 

  ②  手  洗  所  

   イ ． 洗 面 器 や 便 器 に 、 タ バ コ の 吸 殻 、 マ ッ チ 、 布 片 、 新 聞 紙 な ど 排 水 管 の 詰 る よ う

な も の を お 捨 て に な ら な い よ う 願 い ま す 。  

   ロ ． 用 紙 は 備 え 付 け の も の を 使 用 し 、 用 済 み 後 は 汚 物 を 完 全 に 流 し て く だ さ い 。  

   ハ ． 手 洗 所 は 常 に 清 潔 に 保 ち 、 水 、 水 石 鹸 を 無 駄 に 使 わ な い よ う 、 ま た 、 水 栓 を 確

実 に 締 め て お い て く だ さ い 。  

 

  ③  そ  の  他  

   イ ． 各 階 廊 下 、 階 段 、 ホ ー ル 、 湯 沸 室 、 洗 面 所 等 は 清 潔 に 心 掛 け 、 震 動 、 喧 噪 、 悪

臭 発 散 等 他 の お 客 様 の ご 迷 惑 に な る 行 為 は 厳 に お 慎 み く だ さ い 。  

   ロ ． 美 観 上 、 保 安 上 の み な ら ず お 互 い の 利 便 を 計 る 上 に も 各 階 廊 下 、 階 段 、 ホ ー ル 、

出 入 口 、 湯 沸 室 等 の 共 同 の 場 所 に 物 品 、 食 器 類 ま た は 障 害 物 を 置 か な い よ う に

お 願 い い た し ま す 。  

 

 

 

 (9) 害 虫 駆 除  

    館 内 の 環 境 衛 生 の 一 環 と し て 、 害 虫 駆 除 、 殺 虫 剤 の 散 布 を 実 施 い た し ま す の で ご

協 力 く だ さ い 。  

 

 

 

(10) 電 気 の 使 用 上 の ご 注 意  

    複 写 機 そ の 他 の 電 気 機 器 を 新 た に ご 使 用 の 場 合 で 電 気 容 量 が 著 し く 増 大 さ れ る 時

は 、 電 気 容 量 に 限 度 が あ り ま す の で 、 予 め 管 理 事 務 所 と お 打 ち 合 せ く だ さ い 。 尚 、

次 の 事 項 は 固 く お 断 り い た し ま す 。  

   イ ． 電 灯 用 電 気 を 他 の 目 的 に 流 用 す る こ と 。  

   ロ ． 電 灯 の 燭 光 を 連 絡 な く 変 更 す る こ と 。  

   ハ ． 退 出 後 電 灯 を つ け 放 し に す る こ と 。  

   ニ ． 故 障 の 際 断 り も な く 勝 手 に 調 整 す る こ と 。  

 

 

 

(11) 貸 室 内 の 立 ち 入 り に よ る 各 作 業  

    貸 室 内 の 環 境 維 持 及 び 設 備 保 全 の 為 係 員 が 貸 室 内 に 立 ち 入 り 各 種 作 業 （ 測 定 、 調

整 、 点 検 等 ） を さ せ て い た だ く 事 が あ り ま す の で ご 協 力 を お 願 い い た し ま す 。 ま

た 、 火 災 、 盗 難 、 漏 水 事 故 等 緊 急 の 場 合 に は 、 ご 不 在 で も 室 内 に 立 ち 入 り 、 適 宣

の 措 置 を 取 ら せ て い た だ く 事 が ご ざ い ま す 。  

５ .店 舗 に 関 す る 特 別 事 項  

 

 

(1)営 業 種 目 の 変 更  

   賃 貸 借 契 約 に 明 記 さ れ て い る 営 業 種 目 、 取 扱 品 目 、 営 業 時 間 、 休 業 日 等 の 変 更 及 び

臨 時 休 業 等 の 場 合 は 、 予 め 文 書 に て 承 認 を 受 け て く だ さ い 。  

 

 

 

(2)従 業 員 の 教 育 と 指 導  

   各 出 店 者 は 従 業 員 の 教 育 、 指 導 等 に つ き 当 ビ ル の 品 位 を 損 な わ な い よ う 留 意 さ れ る

事 を お 願 い い た し ま す 。  

 

 

 

(3)勧 告 、 指 示  

   管 理 事 務 所 は 、 出 店 者 の 適 正 を 期 す る た め 、 必 要 に よ り 勧 告 ま た は 指 示 を 行 い ま す 。

尚 、 そ の 場 合 に は 出 店 者 は 、 そ の 勧 告 ま た は 指 示 に 従 い 速 や か に 改 善 の 措 置 を 講 じ

て く だ さ い 。  

 

 

 

(4)広 告 、 掲 示  

   店 舗 内 外 の 広 告 類 、 立 看 板 、 案 内 板 等 を ご 使 用 の 際 は 、 予 め 当 社 所 定 の 掲 示 基 準 に

基 づ き 承 認 を 得 て く だ さ い 。  

 

 

 

(5)騒   音  

   ス テ レ オ ､ラ ジ オ 、 拡 声 器 等 の 高 音 を 発 す る も の の 設 備 操 作 等 に つ い て は 、 予 め 管 理

事 務 所 の 承 認 を 受 け て く だ さ い 。 尚 、 高 音 の 為 他 人 に 迷 惑 を 及 ぼ す よ う な 場 合 は 、

中 途 で も 停 止 し て い た だ く 事 が ご ざ い ま す 。  

 

 

 

(6)保 健 衛 生  

 ①  従 業 員 の 保 険 衛 生 に つ い て は 定 期 的 に 健 康 診 断 を 行 う 等 、 常 に 健 康 管 理 に ご 留 意 願

い ま す 。  

 ②  店 舗 内 の 環 境 衛 生 に つ い て は 充 分 留 意 し 、 整 理 整 頓 、 清 掃 を 常 に 実 施 す る よ う お 願

い い た し ま す 。  

 

 

（ 平 成 元 年 ４ 月 １ 日 作 成 ）  

（ 平 成 １ ２ 年 １ １ 月 １ 日 一 部 改 正 ）  

（ 平 成 １ ７ 年 １ 月 １ 日 一 部 改 正 ）  

 

 

以  上  



イ ノ ウ エ ビ ル  看 板 掲 示 基 準 及 び そ の 他 の 宣 伝 行 為 細 則  

 

 

 

 

 

  ①  窓 ガ ラ ス 等 に 社 名 等 を 記 入 し た り 、 広 告 板 を 掲 出 す る 事 は 建 物 の 美 観 上 固 く お 断

り い た し ま す （ 特 に 文 書 で 許 可 を 得 た 場 合 を 除 く ） 。  

    ま た 、 館 内 外 の 看 板 、 掲 示 、 貼 紙 、 そ の 他 の 宣 伝 行 為 な ど に つ い て は 、 管 理 事 務

所 の 承 認 を 得 て く だ さ い 。  

 

 

 

  ②  館 内 各 社 の 案 内 板 は 、 下 記 の ４ カ 所 の み と し （ 特 に 許 可 を 得 た 場 合 を 除 く ） 、

色 ・ 字 体 ・ マ ー ク ・ 費 用 負 担 は 下 記 の 通 り で す 。  

 

     

 色  字  体  マ ー ク  費 用 負 担  

 屋 外 看 板  自 由  自  由  自 由  入 居 者  

 １ 階 ｴﾝﾄﾗﾝｽ案 内 板  黒 色  角 ｺﾞｼｯｸ 不 可  当 ビ ル ※  

 各 階 ｴﾚﾍﾞｰﾀ前 案 内 板  黒 色  角 ｺﾞｼｯｸ 不 可  当 ビ ル ※  

 室 名 板  自 由  自  由  自 由  入 居 者  

 

     ※ 当 ビ ル 負 担 は 入 居 時 の み と す る 。  

 


